
  別紙３ 

1 
 

 

特定医療費支給認定等業務及び委託範囲の概要 

 

 難病の患者に対する医療等に関する法律（平成 26 年法律第 50 号。以下「難病法」と

いう。）に基づく特定医療費支給認定等業務は、本市の指定する医師等に対象疾病と診断

された患者からの申請に基づき、認定審査を行い、認定された場合、同法に規定する医

療受給者証を交付し、医療費の助成を行うものである。 

 本委託業務の具体的内容は、本市の行う特定医療費支給認定等業務で保健福祉局保健

所が担うもののうち、申請書類の収受・仕分け、添付書類のチェック、所得確認、申請書

類の管理などである。 

 認定審査の補助、所得審査は、更新申請の分についてのみ委託範囲に含めており、本

委託業務は、更新申請書類の審査補助をメインとしている（下記「委託範囲の概要」）。 

※ 作業の概要、想定処理時間等は別紙４のとおり。 

 

■ 申請から決定までの基本的な流れ（更新申請の例） 
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※保健所で実施する業務のうち一部が委託範囲となる。 

※患者は、医師から診断書の交付を受け、住民票登録のある区の保健センターに申請（保健セ

ンターは、10区に１か所ずつある本市の組織）。 

※④～⑥の審査会による審査は、③保健所の審査で交付決定とならなかった申請についての

み。 

 

■ 委託範囲の概要（申請書類整備等業務） 
※ 本市で令和６年度に実施する特定医療費支給認定等業務では、原則、令和６年７

月～令和６年１２月を更新申請の受付期間と定めている。 
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※難病事業担当係あてに入電した問い合わせの内容を聞き取り、担当者に引き継ぐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

書類受取り、仕分け、電話問い合わせの１次対応※ 

更新申請 

不足書類確認、必要書類の複写等 

更新申請以外 

臨床調査個人票内容及び所得の確認等 

審査会依頼書類送付準備処理 

システム入力、入力内容確認 

審査会依頼／審査結果入力 

（各区保健センター） 
申請書類受付／システム入力 
申請書類の送付 

 

保険者照会／回答結果入力 

不足書類等確認 

書類の整理、格納、行政欄記載、臨床調査個人票スキャン及びデータ整理 
※これらに付随する業務を含む 

結果通知書類出力 

 委託の範囲 

結果通知書類送付（封入作業） 


